
労働基準法

file:////O|/...ーケHP　更新情報/追加分052/労働基準法（平成22年4月1日施行、平成20年12月12日法律第89号改正）.html[2009/05/21 13:25:34]

労働基準法 
昭和22年 4月 7日 法律 第49号

労働基準法の一部を改正する法律 
平成20年12月12日 法律 第89号

改正前 改正後
- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
第十二条 この法律で平均賃金とは、これを算定す
べき事由の発生した日以前三箇月間にその労働
者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の
総日数で除した金額をいう。ただし、その金額
は、次の各号の一によつて計算した金額を下つ
てはならない。
一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算
定され、又は出来高払制その他の請負制によ
つて定められた場合においては、賃金の総額
をその期間中に労働した日数で除した金額の
百分の六十
二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によ
つて定められた場合においては、その部分の
総額をその期間の総日数で除した金額と前号
の金額の合算額

② 前項の期間は、賃金締切日がある場合において
は、直前の賃金締切日から起算する。
③ 前二項に規定する期間中に、次の各号の一に該
当する期間がある場合においては、その日数及
びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金
の総額から控除する。
一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため
に休業した期間
二 産前産後の女性が第六十五条の規定によつて
休業した期間
三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業し
た期間
四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行
う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律
第七十六号）第二条第一号に規定する育児休
業又は同条第二号に規定する介護休業（同法
第六十一条第三項（同条第六項及び第七項に
おいて準用する場合を含む。）に規定する介
護をするための休業を含む。 第三十九条第七
項において同じ。）をした期間
五 試みの使用期間

④ 第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃
金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃
金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一
定の範囲に属しないものは算入しない。
⑤ 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第一
項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評
価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定め
る。
⑥ 雇入後三箇月に満たない者については、第一項

第十二条 この法律で平均賃金とは、これを算定す
べき事由の発生した日以前三箇月間にその労働
者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の
総日数で除した金額をいう。ただし、その金額
は、次の各号の一によつて計算した金額を下つ
てはならない。
一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算
定され、又は出来高払制その他の請負制によ
つて定められた場合においては、賃金の総額
をその期間中に労働した日数で除した金額の
百分の六十
二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によ
つて定められた場合においては、その部分の
総額をその期間の総日数で除した金額と前号
の金額の合算額

② 前項の期間は、賃金締切日がある場合において
は、直前の賃金締切日から起算する。
③ 前二項に規定する期間中に、次の各号の一に該
当する期間がある場合においては、その日数及
びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金
の総額から控除する。
一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため
に休業した期間
二 産前産後の女性が第六十五条の規定によつて
休業した期間
三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業し
た期間
四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行
う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律
第七十六号）第二条第一号に規定する育児休
業又は同条第二号に規定する介護休業（同法
第六十一条第三項（同条第六項及び第七項に
おいて準用する場合を含む。）に規定する介
護をするための休業を含む。 第三十九条第八
項において同じ。）をした期間
五 試みの使用期間

④ 第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃
金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃
金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一
定の範囲に属しないものは算入しない。
⑤ 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第一
項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評
価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定め
る。
⑥ 雇入後三箇月に満たない者については、第一項
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の期間は、雇入後の期間とする。
⑦ 日日雇い入れられる者については、その従事す
る事業又は職業について、厚生労働大臣の定め
る金額を平均賃金とする。
⑧ 第一項乃至第六項によつて算定し得ない場合の
平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによ
る。

の期間は、雇入後の期間とする。
⑦ 日日雇い入れられる者については、その従事す
る事業又は職業について、厚生労働大臣の定め
る金額を平均賃金とする。
⑧ 第一項乃至第六項によつて算定し得ない場合の
平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによ
る。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（時間外及び休日の労働）
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過
半数で組織する労働組合がある場合においては
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働
組合がない場合においては労働者の過半数を代
表する者との書面による協定をし、これを行政
官庁に届け出た場合においては、第三十二条か
ら第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働
時間（以下この条において「労働時間」とい
う。）又は前条の休日（以下この項において
「休日」という。）に関する規定にかかわら
ず、その協定で定めるところによつて労働時間
を延長し、又は休日に労働させることができ
る。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定
める健康上特に有害な業務の労働時間の延長
は、一日について二時間を超えてはならない。
② 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なもの
とするため、前項の協定で定める労働時間の延
長の限度 ◆追加◆その他の必要な事項につい
て、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の
事情を考慮して基準を定めることができる。
③ 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労
働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働
時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容
が前項の基準に適合したものとなるようにしな
ければならない。
④ 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協
定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半
数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を
行うことができる。

（時間外及び休日の労働）
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過
半数で組織する労働組合がある場合においては
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働
組合がない場合においては労働者の過半数を代
表する者との書面による協定をし、これを行政
官庁に届け出た場合においては、第三十二条か
ら第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働
時間（以下この条において「労働時間」とい
う。）又は前条の休日（以下この項において
「休日」という。）に関する規定にかかわら
ず、その協定で定めるところによつて労働時間
を延長し、又は休日に労働させることができ
る。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定
める健康上特に有害な業務の労働時間の延長
は、一日について二時間を超えてはならない。
② 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なもの
とするため、前項の協定で定める労働時間の延
長の限度 、当該労働時間の延長に係る割増賃金
の率その他の必要な事項について、労働者の福
祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して
基準を定めることができる。
③ 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労
働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働
時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容
が前項の基準に適合したものとなるようにしな
ければならない。
④ 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協
定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半
数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を
行うことができる。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（時間外、休日及び深夜の割増賃金）
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項
の規定により労働時間を延長し、又は休日に労
働させた場合においては、その時間又はその日
の労働については、通常の労働時間又は労働日
の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲
内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算し
た割増賃金を支払わなければならない。 ◆追加
◆
② 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日
の労働の動向その他の事情を考慮して定めるも

（時間外、休日及び深夜の割増賃金）
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項
の規定により労働時間を延長し、又は休日に労
働させた場合においては、その時間又はその日
の労働については、通常の労働時間又は労働日
の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲
内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算し
た割増賃金を支払わなければならない。 ただ
し、当該延長して労働させた時間が一箇月につ
いて六十時間を超えた場合においては、その超
えた時間の労働については、通常の労働時間の
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のとする。
◆追加◆
③ 使用者が、午後十時から午前五時まで（厚生労
働大臣が必要であると認める場合においては、
その定める地域又は期間については午後十一時
から午前六時まで）の間において労働させた場
合においては、その時間の労働については、通
常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の
率で計算した割増賃金を支払わなければならな
い。
④ 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金に
は、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で
定める賃金は算入しない。

賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃
金を支払わなければならない。
② 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日
の労働の動向その他の事情を考慮して定めるも
のとする。
③ 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組
織する労働組合があるときはその労働組合、労
働者の過半数で組織する労働組合がないときは
労働者の過半数を代表する者との書面による協
定により、第一項ただし書の規定により割増賃
金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金
の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払
われる休暇（第三十九条の規定による有給休暇
を除く。）を厚生労働省令で定めるところによ
り与えることを定めた場合において、当該労働
者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の
同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労
働のうち当該取得した休暇に対応するものとし
て厚生労働省令で定める時間の労働について
は、同項ただし書の規定による割増賃金を支払
うことを要しない。
④ 使用者が、午後十時から午前五時まで（厚生労
働大臣が必要であると認める場合においては、
その定める地域又は期間については午後十一時
から午前六時まで）の間において労働させた場
合においては、その時間の労働については、通
常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の
率で計算した割増賃金を支払わなければならな
い。
⑤ 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金に
は、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で
定める賃金は算入しない。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
第三十八条の四 賃金、労働時間その他の当該事業
場における労働条件に関する事項を調査審議
し、事業主に対し当該事項について意見を述べ
ることを目的とする委員会（使用者及び当該事
業場の労働者を代表する者を構成員とするもの
に限る。）が設置された事業場において、当該
委員会がその委員の五分の四以上の多数による
議決により次に掲げる事項に関する決議をし、
かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところ
により当該決議を行政官庁に届け出た場合にお
いて、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労
働者を当該事業場における第一号に掲げる業務
に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省
令で定めるところにより、第三号に掲げる時間
労働したものとみなす。
一 事業の運営に関する事項についての企画、立
案、調査及び分析の業務であつて、当該業務
の性質上これを適切に遂行するにはその遂行
の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要
があるため、当該業務の遂行の手段及び時間
配分の決定等に関し使用者が具体的な指示を

第三十八条の四 賃金、労働時間その他の当該事業
場における労働条件に関する事項を調査審議
し、事業主に対し当該事項について意見を述べ
ることを目的とする委員会（使用者及び当該事
業場の労働者を代表する者を構成員とするもの
に限る。）が設置された事業場において、当該
委員会がその委員の五分の四以上の多数による
議決により次に掲げる事項に関する決議をし、
かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところ
により当該決議を行政官庁に届け出た場合にお
いて、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労
働者を当該事業場における第一号に掲げる業務
に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省
令で定めるところにより、第三号に掲げる時間
労働したものとみなす。
一 事業の運営に関する事項についての企画、立
案、調査及び分析の業務であつて、当該業務
の性質上これを適切に遂行するにはその遂行
の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要
があるため、当該業務の遂行の手段及び時間
配分の決定等に関し使用者が具体的な指示を
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しないこととする業務（以下この条において
「対象業務」という。）
二 対象業務を適切に遂行するための知識、経験
等を有する労働者であつて、当該対象業務に
就かせたときは当該決議で定める時間労働し
たものとみなされることとなるものの範囲
三 対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範
囲に属する労働者の労働時間として算定され
る時間
四 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の
範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じ
た当該労働者の健康及び福祉を確保するため
の措置を当該決議で定めるところにより使用
者が講ずること。
五 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の
範囲に属する労働者からの苦情の処理に関す
る措置を当該決議で定めるところにより使用
者が講ずること。
六 使用者は、この項の規定により第二号に掲げ
る労働者の範囲に属する労働者を対象業務に
就かせたときは第三号に掲げる時間労働した
ものとみなすことについて当該労働者の同意
を得なければならないこと及び当該同意をし
なかつた当該労働者に対して解雇その他不利
益な取扱いをしてはならないこと。
七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で
定める事項

② 前項の委員会は、次の各号に適合するものでな
ければならない。
一 当該委員会の委員の半数については、当該事
業場に、労働者の過半数で組織する労働組合
がある場合においてはその労働組合、労働者
の過半数で組織する労働組合がない場合にお
いては労働者の過半数を代表する者に厚生労
働省令で定めるところにより任期を定めて指
名されていること。
二 当該委員会の議事について、厚生労働省令で
定めるところにより、議事録が作成され、か
つ、保存されるとともに、当該事業場の労働
者に対する周知が図られていること。
三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で
定める要件

③ 厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の
適正な労働条件の確保を図るために、労働政策
審議会の意見を聴いて、第一項各号に掲げる事
項その他同項の委員会が決議する事項について
指針を定め、これを公表するものとする。
④ 第一項の規定による届出をした使用者は、厚生
労働省令で定めるところにより、定期的に、同
項第四号に規定する措置の実施状況を行政官庁
に報告しなければならない。
⑤ 第一項の委員会においてその委員の五分の四以
上の多数による議決により第三十二条の二第一
項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項及
び第二項、第三十二条の五第一項、第三十四条
第二項ただし書、第三十六条第一項 ◆追加◆、
第三十八条の二第二項、前条第一項並びに 次条

しないこととする業務（以下この条において
「対象業務」という。）
二 対象業務を適切に遂行するための知識、経験
等を有する労働者であつて、当該対象業務に
就かせたときは当該決議で定める時間労働し
たものとみなされることとなるものの範囲
三 対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範
囲に属する労働者の労働時間として算定され
る時間
四 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の
範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じ
た当該労働者の健康及び福祉を確保するため
の措置を当該決議で定めるところにより使用
者が講ずること。
五 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の
範囲に属する労働者からの苦情の処理に関す
る措置を当該決議で定めるところにより使用
者が講ずること。
六 使用者は、この項の規定により第二号に掲げ
る労働者の範囲に属する労働者を対象業務に
就かせたときは第三号に掲げる時間労働した
ものとみなすことについて当該労働者の同意
を得なければならないこと及び当該同意をし
なかつた当該労働者に対して解雇その他不利
益な取扱いをしてはならないこと。
七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で
定める事項

② 前項の委員会は、次の各号に適合するものでな
ければならない。
一 当該委員会の委員の半数については、当該事
業場に、労働者の過半数で組織する労働組合
がある場合においてはその労働組合、労働者
の過半数で組織する労働組合がない場合にお
いては労働者の過半数を代表する者に厚生労
働省令で定めるところにより任期を定めて指
名されていること。
二 当該委員会の議事について、厚生労働省令で
定めるところにより、議事録が作成され、か
つ、保存されるとともに、当該事業場の労働
者に対する周知が図られていること。
三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で
定める要件

③ 厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の
適正な労働条件の確保を図るために、労働政策
審議会の意見を聴いて、第一項各号に掲げる事
項その他同項の委員会が決議する事項について
指針を定め、これを公表するものとする。
④ 第一項の規定による届出をした使用者は、厚生
労働省令で定めるところにより、定期的に、同
項第四号に規定する措置の実施状況を行政官庁
に報告しなければならない。
⑤ 第一項の委員会においてその委員の五分の四以
上の多数による議決により第三十二条の二第一
項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項及
び第二項、第三十二条の五第一項、第三十四条
第二項ただし書、第三十六条第一項 、第三十七
条第三項、第三十八条の二第二項、前条第一項
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第五項及び第六項ただし書に規定する事項につ
いて決議が行われた場合における第三十二条の
二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第
一項から第三項まで、第三十二条の五第一項、
第三十四条第二項ただし書、 第三十六条、第三
十八条の二第二項、前条第一項並びに 次条第五
項及び第六項ただし書の規定の適用について
は、第三十二条の二第一項中「協定」とあるの
は「協定若しくは第三十八条の四第一項に規定
する委員会の決議（第百六条第一項を除き、以
下「決議」という。）」と、第三十二条の三、
第三十二条の四第一項から第三項まで、第三十
二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、
第三十六条第二項 ◆追加◆、第三十八条の二第
二項、前条第一項並びに 次条第五項及び第六項
ただし書中「協定」とあるのは「協定又は決
議」と、第三十二条の四第二項中「同意を得
て」とあるのは「同意を得て、又は決議に基づ
き」と、第三十六条第一項中「届け出た場合」
とあるのは「届け出た場合又は決議を行政官庁
に届け出た場合」と、「その協定」とあるのは
「その協定又は決議」と、同条第三項中「又は
労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若
しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の
決議をする委員」と、「当該協定」とあるのは
「当該協定又は当該決議」と、同条第四項中
「又は労働者の過半数を代表する者」とあるの
は「若しくは労働者の過半数を代表する者又は
同項の決議をする委員」とする。

並びに 次条第四項、第六項及び第七項ただし
書に規定する事項について決議が行われた場合
における第三十二条の二第一項、第三十二条の
三、第三十二条の四第一項から第三項まで、第
三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし
書、 第三十六条、第三十七条第三項、第三十八
条の二第二項、前条第一項並びに 次条第四項、
第六項及び第七項ただし書の規定の適用につい
ては、第三十二条の二第一項中「協定」とある
のは「協定若しくは第三十八条の四第一項に規
定する委員会の決議（第百六条第一項を除き、
以下「決議」という。）」と、第三十二条の
三、第三十二条の四第一項から第三項まで、第
三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし
書、第三十六条第二項 、第三十七条第三項、第
三十八条の二第二項、前条第一項並びに 次条第
四項、第六項及び第七項ただし書中「協定」と
あるのは「協定又は決議」と、第三十二条の四
第二項中「同意を得て」とあるのは「同意を得
て、又は決議に基づき」と、第三十六条第一項
中「届け出た場合」とあるのは「届け出た場合
又は決議を行政官庁に届け出た場合」と、「そ
の協定」とあるのは「その協定又は決議」と、
同条第三項中「又は労働者の過半数を代表する
者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代
表する者又は同項の決議をする委員」と、「当
該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」
と、同条第四項中「又は労働者の過半数を代表
する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数
を代表する者又は同項の決議をする委員」とす
る。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（年次有給休暇）
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算し
て六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤
した労働者に対して、継続し、又は分割した十
労働日の有給休暇を与えなければならない。
② 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者
に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を
超えて継続勤務する日（以下「六箇月経過日」
という。）から起算した継続勤務年数一年ごと
に、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇
月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応
じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休
暇を与えなければならない。ただし、継続勤務
した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分し
た各期間（最後に一年未満の期間を生じたとき
は、当該期間）の初日の前日の属する期間にお
いて出勤した日数が全労働日の八割未満である
者に対しては、当該初日以後の一年間において
は有給休暇を与えることを要しない。
六箇月経過日から起算した継続勤務
年数

労働日

（年次有給休暇）
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算し
て六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤
した労働者に対して、継続し、又は分割した十
労働日の有給休暇を与えなければならない。
② 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者
に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を
超えて継続勤務する日（以下「六箇月経過日」
という。）から起算した継続勤務年数一年ごと
に、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇
月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応
じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休
暇を与えなければならない。ただし、継続勤務
した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分し
た各期間（最後に一年未満の期間を生じたとき
は、当該期間）の初日の前日の属する期間にお
いて出勤した日数が全労働日の八割未満である
者に対しては、当該初日以後の一年間において
は有給休暇を与えることを要しない。
六箇月経過日から起算した継続勤務
年数

労働日
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一年 一労働
日

二年 二労働
日

三年 四労働
日

四年 六労働
日

五年 八労働
日

六年以上 十労働
日

③ 次に掲げる労働者（一週間の所定労働時間が厚
生労働省令で定める時間以上の者を除く。）の
有給休暇の日数については、前二項の規定にか
かわらず、これらの規定による有給休暇の日数
を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働
日数として厚生労働省令で定める日数（第一号
において「通常の労働者の週所定労働日数」と
いう。）と当該労働者の一週間の所定労働日数
又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率
を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。
一 一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所
定労働日数に比し相当程度少ないものとして
厚生労働省令で定める日数以下の労働者
二 週以外の期間によつて所定労働日数が定めら
れている労働者については、一年間の所定労
働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数
に一日を加えた日数を一週間の所定労働日数
とする労働者の一年間の所定労働日数その他
の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数
以下の労働者

◆追加◆
④ 使用者は、 前三項の規定による有給休暇を労働
者の請求する時季に与えなければならない。た
だし、請求された時季に有給休暇を与えること
が事業の正常な運営を妨げる場合においては、
他の時季にこれを与えることができる。
⑤ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組
織する労働組合がある場合においてはその労働
組合、労働者の過半数で組織する労働組合がな
い場合においては労働者の過半数を代表する者
との書面による協定により、第一項から第三項
までの規定による有給休暇を与える時季に関す
る定めをしたときは、これらの規定による有給
休暇の日数のうち五日を超える部分について
は、前項の規定にかかわらず、その定めにより
有給休暇を与えることができる。
⑥ 使用者は、第一項から第三項までの規定による
有給休暇の期間 ◆追加◆については、就業規則
その他これに準ずるもので定めるところによ
り、 平均賃金又は所定労働時間労働した場合に
支払われる通常の賃金 ◆追加◆を支払わなけれ

一年 一労働
日

二年 二労働
日

三年 四労働
日

四年 六労働
日

五年 八労働
日

六年以上 十労働
日

③ 次に掲げる労働者（一週間の所定労働時間が厚
生労働省令で定める時間以上の者を除く。）の
有給休暇の日数については、前二項の規定にか
かわらず、これらの規定による有給休暇の日数
を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働
日数として厚生労働省令で定める日数（第一号
において「通常の労働者の週所定労働日数」と
いう。）と当該労働者の一週間の所定労働日数
又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率
を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。
一 一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所
定労働日数に比し相当程度少ないものとして
厚生労働省令で定める日数以下の労働者
二 週以外の期間によつて所定労働日数が定めら
れている労働者については、一年間の所定労
働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数
に一日を加えた日数を一週間の所定労働日数
とする労働者の一年間の所定労働日数その他
の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数
以下の労働者

④ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組
織する労働組合があるときはその労働組合、労
働者の過半数で組織する労働組合がないときは
労働者の過半数を代表する者との書面による協
定により、次に掲げる事項を定めた場合におい
て、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働
者が有給休暇を時間を単位として請求したとき
は、前三項の規定による有給休暇の日数のうち
第二号に掲げる日数については、これらの規定
にかかわらず、当該協定で定めるところにより
時間を単位として有給休暇を与えることができ
る。
一 時間を単位として有給休暇を与えることがで
きることとされる労働者の範囲
二 時間を単位として与えることができることと
される有給休暇の日数（五日以内に限る。）
三 その他厚生労働省令で定める事項

⑤ 使用者は、 前各項の規定による有給休暇を労働
者の請求する時季に与えなければならない。た
だし、請求された時季に有給休暇を与えること
が事業の正常な運営を妨げる場合においては、
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ばならない。ただし、当該事業場に、労働者の
過半数で組織する労働組合がある場合において
はその労働組合、労働者の過半数で組織する労
働組合がない場合においては労働者の過半数を
代表する者との書面による協定により、 その期
間について、健康保険法（大正十一年法律第七
十号）第九十九条第一項に定める標準報酬日額
に相当する金額 ◆追加◆を支払う旨を定めたと
きは、これによらなければならない。
⑦ 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養
のために休業した期間及び育児休業、介護休業
等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す
る法律第二条第一号に規定する育児休業又は同
条第二号に規定する介護休業をした期間並びに
産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休
業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用
については、これを出勤したものとみなす。

他の時季にこれを与えることができる。
⑥ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組
織する労働組合がある場合においてはその労働
組合、労働者の過半数で組織する労働組合がな
い場合においては労働者の過半数を代表する者
との書面による協定により、第一項から第三項
までの規定による有給休暇を与える時季に関す
る定めをしたときは、これらの規定による有給
休暇の日数のうち五日を超える部分について
は、前項の規定にかかわらず、その定めにより
有給休暇を与えることができる。
⑦ 使用者は、第一項から第三項までの規定による
有給休暇の期間 又は第四項の規定による有給休
暇の時間については、就業規則その他これに準
ずるもので定めるところにより、 それぞれ、平
均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支
払われる通常の賃金 又はこれらの額を基準とし
て厚生労働省令で定めるところにより算定した
額の賃金を支払わなければならない。ただし、
当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働
組合がある場合においてはその労働組合、労働
者の過半数で組織する労働組合がない場合にお
いては労働者の過半数を代表する者との書面に
よる協定により、 その期間又はその時間につい
て、それぞれ、健康保険法（大正十一年法律第
七十号）第九十九条第一項に定める標準報酬日
額に相当する金額 又は当該金額を基準として厚
生労働省令で定めるところにより算定した金
額を支払う旨を定めたときは、これによらなけ
ればならない。
⑧ 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養
のために休業した期間及び育児休業、介護休業
等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す
る法律第二条第一号に規定する育児休業又は同
条第二号に規定する介護休業をした期間並びに
産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休
業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用
については、これを出勤したものとみなす。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（法令等の周知義務）
第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命
令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十
四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、
第三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三
十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし
書、第三十六条第一項 ◆追加◆、第三十八条の
二第二項、第三十八条の三第一項並びに 第三十
九条第五項及び第六項ただし書に規定する協定
並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定
する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲
示し、又は備え付けること、書面を交付するこ
とその他の厚生労働省令で定める方法によつ
て、労働者に周知させなければならない。
② 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発す

（法令等の周知義務）
第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命
令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十
四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、
第三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三
十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし
書、第三十六条第一項 、第三十七条第三項、第
三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並
びに 第三十九条第四項、第六項及び第七項ただ
し書に規定する協定並びに第三十八条の四第一
項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場
の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けるこ
と、書面を交付することその他の厚生労働省令
で定める方法によつて、労働者に周知させなけ
ればならない。
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る命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎
規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備
え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する
労働者に周知させなければならない。

② 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発す
る命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎
規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備
え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する
労働者に周知させなければならない。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（付加金の支払）
第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若し
くは第三十七条の規定に違反した使用者又は 第
三十九条第六項の規定による賃金を支払わなか
つた使用者に対して、労働者の請求により、こ
れらの規定により使用者が支払わなければなら
ない金額についての未払金のほか、これと同一
額の付加金の支払を命ずることができる。ただ
し、この請求は、違反のあつた時から二年以内
にしなければならない。

（付加金の支払）
第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若し
くは第三十七条の規定に違反した使用者又は 第
三十九条第七項の規定による賃金を支払わなか
つた使用者に対して、労働者の請求により、こ
れらの規定により使用者が支払わなければなら
ない金額についての未払金のほか、これと同一
額の付加金の支払を命ずることができる。ただ
し、この請求は、違反のあつた時から二年以内
にしなければならない。

- 附則-
施行日：平成22年 4月 1日
第百三十六条 使用者は、第三十九条第一項から 第
三項までの規定による有給休暇を取得した労働
者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱い
をしないようにしなければならない。

第百三十六条 使用者は、第三十九条第一項から 第
四項までの規定による有給休暇を取得した労働
者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱い
をしないようにしなければならない。

- 附則-
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ 第百三十八条 中小事業主（その資本金の額又は出

資の総額が三億円（小売業又はサービス業を主
たる事業とする事業主については五千万円、卸
売業を主たる事業とする事業主については一億
円）以下である事業主及びその常時使用する労
働者の数が三百人（小売業を主たる事業とする
事業主については五十人、卸売業又はサービス
業を主たる事業とする事業主については百人）
以下である事業主をいう。）の事業について
は、当分の間、第三十七条第一項ただし書の規
定は、適用しない。

- 改正法･附則・題名- ～ 平成20年12月12日 法律 第89号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ 附 則（平成二〇・一二・一二法八九）抄

- 改正法･附則- ～ 平成20年12月12日 法律 第89号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （施行期日）

第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施
行する。
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- 改正法･附則- ～ 平成20年12月12日 法律 第89号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （罰則に関する経過措置）

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則
の適用については、なお従前の例による。

- 改正法･附則- ～ 平成20年12月12日 法律 第89号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （検討）

第三条 政府は、この法律の施行後三年を経過した
場合において、この法律による改正後の労働基
準法（以下この条において「新法」という。）
第三十七条第一項ただし書及び第百三十八条の
規定の施行の状況、時間外労働の動向等を勘案
し、これらの規定について検討を加え、その結
果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
２ 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法
律の施行後五年を経過した場合において、新法
の施行の状況を勘案し、必要があると認めると
きは、新法の規定について検討を加え、その結
果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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